
［都市建設部 道路管理課 所管］ 

○地籍調査に要する経費（06010801）124,891 千円（100,554 千円） 予算書 P112 

〈国・県：76,381 千円 一財：48,510 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

  ・県負：地籍調査費負担金                 76,381,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  国土調査法に基づく地籍調査の実施により、地籍の明確化・災害復旧の迅速化・土地取引の

円滑化及び課税の公平化等を図る。 

（内容） 

・神田山Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ･猫実Ⅶ地区  A＝1.45 ㎢ 

     内容：認証・登記 

  ・神田山Ⅴ･Ⅶ･猫実Ⅲ･Ⅳ地区    A＝1.26 ㎢ 

内容：FⅡ2工程(地籍図･原図等作成)･G 工程(地積測定)･H 工程(複図作成)･閲覧 

  ・猫実Ⅰ･Ⅱ・大口Ⅰ地区           A＝1.34 ㎢ 

内容：C 工程(三角点設置)･E 工程(一筆地調査)･FⅠ工程(細部図根測量)･FⅡ1 工程(一筆

地測量) 

 

○道路管理事務に要する経費（08010102） 41,874 千円（34,953 千円） 予算書 P118 

〈その他：515 千円 一財:41,359 千円〉 

 ＊特定財源積算根拠 

  ・使用料：公共物使用料          470,000 円 

  ・手数料：各種証明等手数料      45,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  道路法第２８条に基づく道路台帳の補正により、最新の市道現況の把握及び適正な維持管理

を行うことができる。 

（内容） 

  市道の新設、拡幅改良、新たに認定･廃止した路線等の補正更新作業を行う。 

  ・委託料  （道路台帳加除修正委託）          39,908 千円 

・その他経費（需用費･保険料等）             1,966 千円 

 

○道路維持管理に要する経費（08020101） 267,190 千円（256,830 千円） 予算書 P119 

〈地方債：135,000 千円 その他：4,969 千円 一財：127,221 千円〉 

 ＊特定財源積算根拠 

・地方債：道路改良事業債                 135,000,000 円 

・使用料：道路占用料                     4,969,000 円 

（目的及び期待する効果） 

道路の除草、道路状況の悪化した箇所の舗装補修、冠水対策等を行うことにより、良好な道

路環境及び交通の安全を確保する。 

（内容） 

  ・委託料                                29,000 千円 

            （雑草除去）      ：岩１級１１号線、岩１級１３号線 ほか 

        （側溝清掃） 

    （道路上廃棄物処分） 

  ・工事請負費                                     204,687 千円 

        （切削オーバーレイ工事）：岩井４９号線、生子５０６号線 ほか１３路線 



        （維持修繕等工事）   ：岩１級１１号線、長須２４１号線 ほか 

   ・原材料費 （道路補修資材）                     8,400 千円 

  ・その他経費（光熱水費、使用料及び賃借料等）                25,103 千円 

 

〇橋りょう維持に要する経費（08020301） 283,410 千円（129,149 千円） 予算書 P121 

〈国・県：149,173 千円 地方債：100,700 千円 一財：33,537 千円〉 

 ＊特定財源積算根拠 

  ・国補：道路メンテナンス事業補助金 149,173,000 円 

  ・地方債：橋りょう改良事業債    100,700,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  橋りょう長寿命化修繕計画をもとに、従来の事後保全型から予防保全型による修繕等を行い、

良好な橋りょう環境及び交通の安全を確保する。 

（内容） 

  ・委託料  （ 定期点検 ） ：長須３号橋  ほか 33 橋   11,968 千円 

                （ 実施設計等 ）：辺田歩道橋  ほか          17,875 千円 

  ・工事請負費：片神辺橋架替工事                  198,000 千円（新規事業） 

        【債務負担行為（令和９年度から令和１０年度まで：198,000 千円】 

                  飯島１８号橋修繕工事 ほか        51,643 千円（新規事業） 

      

○河川維持管理に要する経費（08030201） 1,938 千円（1,866 千円） 予算書 P122 

〈国・県：1,938 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

  ・国委：樋管操作委託金   1,938,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  利根川４樋管（浅間樋管、山田樋管、田尻樋管、下原樋管）の正常な機能維持及び円滑な操

作性を確保する。 

（内容） 

 樋管の操作・点検時に係る傷害保険及び操作委託 

  ・保険料（傷害保険）       216 千円 

  ・委託料（樋管操作委託）    1,722 千円 

 

［都市建設部 道路建設課 所管］ 

○道路整備事務に要する経費（08010103） 2,289 千円（5,312 千円） 予算書 P118 

［都市建設部 道路管理課 所管 119 千円含む］ 

〈一財：2,289 千円〉 

（目的及び期待する効果） 

道路整備事務の円滑な運営のために必要であるほか、県の土木積算システム単価を使用する

ことにより統一性が図られる。 

（内容） 

  ・使用料及び賃借料    1,424 千円 

  ・その他経費（需用費等）   746 千円 

 

○１級路線道路新設改良に要する経費（08020201） 64,100 千円（104,400 千円） 予算書 P120 

〈一財：64,100 千円〉 

 



（目的及び期待する効果） 

主要集落を連絡する幹線道路を整備することにより、交通の利便性の向上を図る。 

（内容） 

  本年度は、次の路線の事業を実施する。 

  ・工事請負費    （道路改良工事）                   64,000 千円 

  ・補償補填及び賠償金（水道管移設）                     100 千円 

 

 事  業  路  線 事  業  内  容 

1 猿 1 級 4 号線（半谷） 道路改良工事、水道管移設 

 

○２級路線道路新設改良に要する経費（08020202） 109,660 千円（33,047 千円） 予算書 P120 

〈一財：109,660 千円〉 

（目的及び期待する効果） 

  幹線道路を補完する道路を整備することにより、交通の利便性及び居住環境の向上を図る。 

（内容） 

  本年度は、次の路線の事業を実施する。 

・工事請負費    （道路改良工事）                   67,400 千円 

・公有財産購入費  （用地購入）                      5,210 千円 

  ・補償補填及び賠償金（工作物等移転、電柱移設、水道管移設）     37,050 千円 

 

 事  業  路  線 事  業  内  容 

1 岩 2 級 2 号線（矢作・大崎） 道路改良工事、水道管移設 

2 岩 2 級 3 号線（猫実・地区計画区域内） 用地購入、工作物等移転、電柱移設 

3 岩 2 級 9 号線（岩井・上出島） 道路改良工事、電柱移設、水道管移設 

4 岩 2 級 13 号線（神田山） 道路改良工事、水道管移設 

 

○その他路線道路新設改良に要する経費（08020203） 689,150 千円（583,000 千円） 

予算書P121 

〈国・県：126,025 千円 地方債：113,400 千円 一財：449,725 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

  ・国補：社会資本整備総合交付金（狭あい道路整備等促進事業）    126,025,000 円 

・地方債：道路新設改良事業債                             113,400,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  生活に密着した道路を拡幅整備し、緊急時の車輌の円滑な通過の確保と交通の利便性及び居

住環境の向上を図る。 

（内容） 

  本年度は、次の路線の事業を実施する。 

  ・委託料（測量、実施設計）                    50,375 千円 

岩井 405 号線（岩井）外 



    逆井 74・77 号線（逆井）外 

  ・工事請負費（道路改良工事）                       491,750 千円 

    岩井 604・611 号線（鵠戸）外 

生子 105・106 号線（生子）外 

  ・公有財産購入費（用地購入）                        28,640 千円 

    弓馬田 638 号線（弓田）外 

      逆井 571 号線（逆井）外 

・補償補填及び賠償金（工作物等移転、電柱移設、水道管移設）     118,385 千円 

    工作物等移転       弓馬田 638 号線（弓田）外 

                 逆井 571 号線（逆井）外 

電柱移設（東電・ＮＴＴ） 弓馬田 638 号線（弓田）外 

             逆井 394 号線（逆井）外 

    水道管移設        岩井 604・611 号線（鵠戸）外 

                 生子 105・106 号線（生子）外 

 

［都市建設部 都市整備課 所管］ 

○都市計画事務に要する経費（08040102） 11,832 千円（3,917 千円） 予算書 P122 

［都市建設部 道路建設課 所管 22 千円含む］ 

〈国・県：3,938 千円 その他：1,408 千円 一財：6,486 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

・手数料：開発許可等申請手数料                                   943,000 円 

・手数料：屋外広告物許可申請手数料                                437,000 円 

・手数料：各種証明等手数料                                         28,000 円 

・県補：都市計画基礎調査交付金                                   3,938,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  都市計画事務の円滑な運営により、市民サービスの提供に資する。 

（内容） 

都市計画事務の運営で必要な都市計画図閲覧システムの保守点検、市有地管理の委託を行う。 

また、都市計画法第６条に基づく基礎調査（５年ごとに実施）により、市内の人口規模や土

地利用状況などの現況及び将来の見通しについて調査を行う。さらに、都市計画情報を最新の

状態に整備することで正確かつ円滑な業務処理に資する。 

 

○木造住宅耐震化支援に要する経費（08040103） 6,675 千円（1,468 千円） 予算書 P123 

〈国・県：3,715 千円 一財：2,960 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

  ・国補：社会資本整備総合交付金（住宅・建築物安全ストック形成事業） 3,308,000 円 

  ・県補：木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事業費補助金         407,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  地震発生時における既存木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、木造住宅の耐震診断、

耐震改修工事の支援を実施する。 

（内容） 

 社会資本整備総合交付金（住宅・建築物安全ストック形成事業）、木造住宅耐震診断費補助金 

及び総合支援メニュー事業費補助金を活用し、昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築確認を受けて建 

築された木造住宅を対象とした耐震化支援を実施する。 

また、支援施策を計画的に推進するため、5 年ごとに策定する耐震化促進計画の改定業務を



実施する。 

 ・木造住宅耐震診断件数 5 戸 

   参考 平成 18 年から前年度までの累計診断件数 82 戸 

 ・木造住宅耐震化支援補助件数 1 戸 

   参考 令和 3 年から前年度までの累計補助件数  0 戸 

 ※令和 3年耐震化促進計画での未耐震化棟数は約 4,000 棟 

 

○ブロック塀等の安全確保に要する経費（08040104） 500 千円（500 千円） 予算書 P124 

〈国・県： 375 千円 一財： 125 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

  ・国補：社会資本整備総合交付金（住宅・建築物安全ストック形成事業）     250,000 円 

  ・県補：木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事業費補助金            125,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  危険ブロック塀等の倒壊による被害を防止するため、危険ブロック塀等の撤去を支援する。 

（内容） 

  社会資本整備総合交付金（住宅・建築物安全ストック形成事業）、ブロック塀等の安全確保事

業費補助金により、危険なブロック塀等の撤去工事に対する補助を実施する。 

  また、効果的な啓発を行い、安全・安心な都市づくりを推進する。 

 ・危険ブロック塀等撤去補助件数 5 件 

   参考 令和 3 年から前年度までの累計補助件数 17 件 

 ※令和 2年時の調査結果による危険ブロック塀の個所数 1,477 件 

 

○公園維持管理に要する経費（08040201） 176,679 千円（117,154 千円） 予算書 P124 

〈その他：18,602 千円 一財：158,077 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

・使用料：行政財産使用料                                  160,000 円 

・使用料：公園使用料                                    7,732,000 円 

・使用料：プール使用料                                  5,790,000 円 

・使用料：幸神平公園テニスコート使用料                56,000 円 

・諸収入：ネーミングライツ事業命名権料                 500,000 円 

・諸収入：電気使用料受入金                             4,364,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  常に公園内の遊具や施設の維持管理を努めることにより、公園利用者が安全・安心に利用で

きる環境が整い、より多くの利用が期待できる。 

（内容） 

八坂公園、前山公園、幸神平公園、緑のスポーツ広場等における遊具や施設の維持管理に要

する経費、除草・樹木管理に要する委託費及び光熱水費である。また、しど谷津公園の破損し

た広場や老朽化した公園施設の修繕等を実施する。さらに、都市公園法に則り、電子化を伴う

公園台帳を整備し、事務の効率化や長期保存化を図る。 

 

○ハイウェイ・オアシス整備事業に要する経費（08040202）193,772 千円（308,158 千円） 

予算書 P125 

〈国・県：50,000 千円 地方債：45,000 千円 その他：53,000 千円 一財：45,772 千円〉 

＊特定財源積算根拠 

・国補：防災・安全交付金                       50,000,000 円 

・地方債：ハイウェイ・オアシス整備事業債                45,000,000 円 



・諸収入：ハイウェイ・オアシス調整池整備事業負担金        53,000,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  坂東パーキングエリアと都市公園を一体的に整備する「茨城県初、圏央道初のハイウェイ・

オアシス」として、休憩機能・情報発信機能、防災機能を兼ね備え、地域住民をはじめ、道路

利用者にも安心して利用できる快適な空間を提供する。 

（内容） 

  坂東パーキングエリアと連携を図りながら、都市公園施設の設計及び工事を段階的に進める。 

 

 

 


